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   The objective of this paper is to propose seismic risk indexes for clarifying seismic risks in each city, district, town, 
and village in Japan and to contribute to effective managements in disaster resilience. It is crucial to take effective 
disaster countermeasures based on seismic risks in each region against megathrust earthquakes. The seismic risk 
indexes proposed in this paper are based on five perils and five exposures, comparing all cities, districts, towns, and 
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１．はじめに 
 
 近い将来の発生が確実視される南海トラフ巨大地震に

対して，中央防災会議（2019）は最大で死者23万人，全

壊および焼失棟数209万棟の被害（堤防・水門が正常に機

能した場合）を想定している1)．こうした状況において，

各々の地域が有するリスクを把握し，それに応じた防災

投資を行うことは喫緊の課題である．より効果的な防災

投資に向けて，科学的知見に基づくハザード情報や地域

ごとの曝露データ（例えば建物データ，人口データなど）

に基づくリスク情報の重要性は論を俟たない． 
 わが国における地震ハザードを対象とした調査・研究

成果として，地震調査研究推進本部は「全国地震動予測

地図」を公開している2)．このうち，「確率論的地震動

予測地図」では，地震の発生確率と強震動それぞれにお

いて様々な不確定性を考慮した評価を実施し，各地域に

おける評価結果を地図上で公開している．防災科学技術

研究所は「地震ハザードステーション J-SHIS」を公開し

ており，全国地震動予測地図における詳細なデータや関

連情報を提供している3)． 
わが国における確率論的な地震リスクを対象とした調

査・研究成果として，能島ら（2018）は上述の地震ハザ

ード評価におけるデータ3)を用いて，震度別の曝露人口

に基づく地震リスク評価を実施し，その応用としてライ

フラインの途絶リスクを評価している4)．藤原ら（2018）
は上述の地震ハザード評価におけるデータ3)を用いて，

全国を対象とした地震リスク評価を実施し，さらに，人

口・建物棟数の推移を考慮した将来（2025年，2040年）

の地震リスクを評価している5)．これらの研究では，リ

スク評価に利用したハザード情報は「地震動」に限定さ

れたものであり，地震の発生に起因する地震動以外の要

因（以下，地震動も含めたこれらの要因の総称を「ぺリ

ル」と呼ぶ）は，リスク評価に考慮されていない．また，

ハザードに曝露する対象物（以下，曝露対象物の総称を

「エクスポージャ」と呼ぶ）も，人口・建物に限定され

ており，ライフライン，交通インフラなどは含まれてお

らず，地震リスクの一部を評価したに過ぎない．このた

め，地震リスクに影響を与える自然的・社会的な地域特

性を把握した上で，地震リスク全体を捉え定量的に評価

することは，防災投資を含む効果的な地震リスクマネジ

メントを考える上で重要な課題である． 
以上の問題意識に基づき，本研究では，効果的な地震

リスクマネジメントに資するリスク指標作成の第一歩と

して，市区町村ごとに潜在する地震リスクを対象に，確

率論的ハザード情報を用いて定量的に明示したリスク指

標を試作・提案する．具体的には，科学的知見に基づく

ハザード情報や地域ごとの曝露データに基づく，地震に

よる主要なぺリルとエクスポージャに着目したリスク指

標を提案する．第2章では，リスク指標の構造を検討する．

第3章では，リスク指標の算出方法を説明する．第4章で

は，リスク指標の試算結果として，リスク指標の市区町

村ごとの分布を示し，その特徴を分析する．第5章では，

市区町村ごとに算出したリスク指標をレーダーチャート

で示し，その地域が有するリスクについて分析する． 
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２．リスク指標の構造 
 

本研究で作成するリスク指標は，地震全体のリスクを

定量評価するとともに，最終的には効果的なマネジメン

トに資することを目的としている．そこで，主として災

害を対象とした既存の指標や過去の地震被害状況，国か

ら公表された被害想定を調べ，どのような項目が被害や

リスク要因として扱われているかを整理した上で，本研

究で作成するリスク指標で表現すべき項目と指標の構造

について検討した． 

 

(1) リスク指標として表現すべき項目 

a) 既往のリスク指標 
 国連大学環境・安全の安全保障研究所（UNU-EHS）は

地震，台風，洪水，干ばつ，海面上昇の5つのハザードに

ついて，171か国を対象としたリスク指標 ”World Risk 
Index” を公開している6)．指標は各ハザードのポテンシ

ャルと各国の社会・経済状況を組み合わせて作成され，

「自然災害に対する曝露量」「影響度」「対処能力」

「適応能力」の4つの指標から構成される． 
地盤工学会関東支部「地盤リスクと法訴訟等の社会シ

ステムに関する研究委員会」は地震，津波，高潮，土砂

災害，火山噴火の5つのハザードについて，各都道府県を

対象としたリスク指標 ”GNS” を公開している7)．指標は

「危険事象」「曝露」「脆弱性」から構成される．脆弱

性はハード対策（住宅・公共施設，ライフライン，イン

フラストラクチャー，情報・通信の4つから構成）とソフ

ト対策（物資・備蓄，医療サービス，経済と人口構成，

保険，条例・自治の5つから構成）から評価している． 
b) 過去の地震の被害状況 
鹿島SEEHM研究会（1992, 1995）8),9)は地震に伴う直接

的被害の波及要因を検討し，過去の被害地震における被

害連関図を用いて表現している．被害連関図8),9)では，地

震によって様々な被害が生じているが，最初に生じる事

象は「構造物の被害（揺れ）」「火災」「液状化」「土

砂災害」「津波」であった．これらは被害の波及を決め

る要因となっており，リスクの要因として重要な指標と

いえる．また，同連関図8),9)では，被害が発生する対象物

の種別によって，被害の様相が異なることも確認できる． 
c) 南海トラフ巨大地震を対象とした被害想定 
中央防災会議（2012, 2013）10),11)は南海トラフ巨大地震

の被害想定として，第一次報告10)では建物被害・人的被

害などの推計結果，第二次報告11)では施設の被害や経済

的な被害などの推計結果を公開している．一例として，

建物被害では「揺れ」「液状化」「津波」「急傾斜地崩

壊」「地震火災」「津波火災」の6項目を評価している． 
d) 本研究で表現するリスク指標 
 以上を踏まえ，本研究では，①どのような要因で被害

が生じるのか（ぺリル），②どのような対象物が被害を

受けるのか（エクスポージャ）といった，2つの観点から

地震リスクを評価することとした．ぺリルに着目した指

標は，上述の文献における分類を参考に，地震動，液状

化，火災，土砂災害，津波の5項目とした．エクスポージ

ャに着目した指標は，上述の文献を参考に，かつ着目す

る5つのペリルと対応させることを考慮し，建物被害，人

的被害，ライフライン被害，交通インフラ被害，産業被

害の5項目とした． 
 

(2) リスク指標の構造 
 上述の5項目のぺリル，5項目のエクスポージャのリス

クに着目し，各市区町村に潜在する地震リスクを明示す

る．本研究では，各市区町村において，どのような要因

が地震リスクに影響を与えているかを示すため，レーダ

ーチャートにより市区町村ごとのペリル，エクスポージ

ャの各項目のリスクを示す．各項目のリスクは以下の式

で表現する(1)． 
𝑅 ൌ 𝐷 𝐸ఈ⁄    [1] 

ここで 𝑅 はリスク，𝐷 は損失額，𝐸 はエクスポージャの

賦存量（金額），α はパラメータ（0  α  1）を示す． 
ぺリルごとの損失額 𝐷 は，設定したハザードレベルに

おける各エクスポージャの損失額の和として算出した．

具体的には，「土砂災害」というぺリルにおける損失額

 𝐷 は土砂災害による建物被害，人的被害，ライフライン

被害，交通インフラ被害，産業被害の損失額の総和とし，

エクスポージャの賦存量 𝐸 は建物，人口，ライフライン，

交通インフラ，産業の資本ストックを金額換算した総和

とした．リスク 𝑅 は損失額 𝐷 と賦存量 𝐸 から算出した．

また，α ൌ 0のとき 𝑅 は損失額を，α ൌ 1のとき 𝑅 は損失

率を示す．これは，リスク指標の利用者が損失額の大き

さを重視するか，損失率の大きさを重視するかといった，

利用目的に応じてを選択できるようにするため設定した

ものである． 
エクスポージャごとの損失額 𝐷 は，設定したハザード

レベルにおける各ぺリルの損失額の和として算出した．

具体的には，「建物被害」というエクスポージャにおけ

る損失額 𝐷 は地震動，液状化，火災，土砂災害，津波に

よる建物被害の損失額の総和とし，エクスポージャの賦

存量 𝐸 は建物を金額換算した総和とした．リスク 𝑅 は損

失額 𝐷 と賦存量 𝐸 から算出した． 
 損失額 𝐷 を算出するためにはぺリルごとのハザードレ

ベルの設定が必要となる．地震動は全国地震動予測地図

（2015年版）のカテゴリー別ハザードカーブ3)を用いて

設定した．具体的には，地震調査研究推進本部のランク

設定12),13)を参考に，活断層タイプ（カテゴリーⅢ）はA
ランク（やや高い：30年以内の地震発生確率が0.1~3%未

満）の下限値である0.1%，海溝型（カテゴリーⅠ・Ⅱ）は

Ⅱランク（やや高い：30年以内の地震発生確率が3~26%
未満）の下限値である3%における地震動のうち，より大

きな方を入力地震動とした(2)．設定した地震動分布（計

測震度分布）を図1に示す．液状化，火災，土砂災害は地

震動に起因する損失を算出対象とし，設定した地震動に

よって発生するそれぞれの事象がもたらす損失を算出し

た．津波は地震動と同様に，海溝型（カテゴリーⅠ・Ⅱ）
のⅡランクの下限値である3%における海岸の津波高さを 

 

 

図1 リスク指標の算出に用いる計測震度分布 
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用いることが望ましい．しかしながら，検討時点におい

て全国的に整備された確率論的津波ハザード情報は公開

されていない．そこで，本研究では南海トラフ沿い，相

模トラフ沿い，日本海溝沿いの津波を対象とした既往調

査・研究による浸水深の値を暫定的に代用することとし

た．具体的には，南海トラフに関しては齊藤ら（2017）
14)によるM9クラスの地震に伴う津波の浸水深分布を，相

模トラフに関しては首都直下地震モデル検討会（2013）
15)の1923年大正関東地震，1703年元禄関東地震，1677年
延宝房総沖地震および房総半島南東沖で想定される地震

に伴う津波の浸水深分布を，日本海溝に関しては国土交

通省都市局「復興支援調査アーカイブ」16)の東北地方太

平洋沖地震による津波の浸水深分布を利用した．なお，

複数の津波の浸水深が存在するメッシュでは，最も大き

い浸水深を利用した． 
 リスク指標の算出において，液状化や土砂災害などは

地震被害の地域特性を示す重要なぺリルではあるが，そ

の被害量は地震動や津波による被害量と比較すると相対

的に小さくなる．そのため，レーダーチャートにおいて

リスク 𝑅 を被害量で表現すると，注目する市区町村の地

域性を適切に評価できない可能性がある．そこで，本研

究ではリスク 𝑅 を偏差値で表現することで，各ぺリル・

エクスポージャのリスクを相対的に表現することとした．

また，ハザードの設定および損失額の算出は250mメッシ

ュ単位で行い，これらを市区町村ごとに集計した値を損

失額 𝐷 とし，式[1]を用いてリスク 𝑅 を算出した． 
 
 
３．リスク指標の算出方法 

 
本章では，リスク指標の算出方法として，エクスポー

ジャごとにペリル別の被害を算出し，金額換算し統合す

る方法を説明する．なお，本研究では2015年時点での地

震ハザードのデータを用いて算出した． 
 

(1) 建物被害 
建物被害について，地震動，液状化，火災，土砂災害，

津波による全半壊棟数・全半壊率を算出した．  
a) 地震動による被害 
藤原ら（2018）5)と同様の手法で，計測震度分布に建

物被害関数を乗じて全半壊棟数を算出した．建物データ

は2015年1月1日時点の250mメッシュ別構造別建築年代区

分別建物棟数データを使用した．全半壊棟数は構造別の

被害関数から算出された被害棟数の合算値とした．具体

的には，木造と非木造に分類し，木造は中嶋・岡田

（2008）17)による損傷度0.4以上の被害率と計測震度の関

係を，非木造は東京都防災会議（2013）18)の非木造全半

壊率と計測震度の関係を用いた．なお，木造建物は経年

劣化を考慮している． 
b) 液状化による被害 
各メッシュの液状化発生確率と液状化が発生したメッ

シュの液状化面積率，液状化による建物全壊・半壊率を

用いて，以下の式で算出した．  
𝑅 ൌ 𝑃 ൈ 𝑅 ൈ 𝑅 

𝑃 ൌ 𝛼 ∙ ∆𝐼𝑠 
∆𝐼𝑠ଵ ൌ ሺ𝐼 െ 4.74ሻ 0.026⁄  
∆𝐼𝑠ଶ ൌ ሺ𝐼 െ 4.85ሻ 0.014⁄  
∆𝐼𝑠 ൌ ሺ∆𝐼𝑠ଵ  ∆𝐼𝑠ଶሻ 2⁄  

[2] 

ここで 𝑅  は液状化による建物被害率，𝑃 は液状化発生

確率，𝑅 は液状化が発生したメッシュの液状化面積率，

𝑅 は液状化が発生した場合の建物全壊率・半壊率，𝛼 は
回帰係数，∆𝐼𝑠 はリアルタイム震度 ∆𝐼 が閾値 𝐼𝑠を超えた

時間積分（閾値を計測震度4.5とした），𝐼 は計測震度を

示す． 
液状化発生確率  𝑃 は先名ら（2018）19)の  ∆𝐼𝑠 と全国

250mメッシュ別微地形区分ごとの液状化発生確率の関係

を用いた．また，液状化が発生しやすいメッシュに注目

するため，松岡ら（2011）20)のグループ①～④に属する

微地形区分を計算対象とした．液状化が発生したメッシ

ュ内の液状化面積率  𝑅 は，1983年日本海中部地震や

2004年新潟県中越地震の被害データに基づく山本ら

（2009）21)の微地形区分ごとの液状化面積率を用いた．

なお，三角州・海岸低地の液状化面積率は太平洋側の値

を用いた．また，液状化が発生した場合の全壊率・半壊

率は，山本ら（2009）21)に基づき，埋立地は全壊率5%，

半壊率65%，それ以外の微地形区分では全壊率1%，半壊

率30%とした．回帰係数は先名ら（2018）19)による液状

化発生率の推定式における回帰係数を用いた． 
c) 火災による被害 
地震による火災被害の特徴は，地震後に出火すること

だけでなく，出火後に大きく延焼し被害が拡大すること

である．そこで，火災による被害は延焼被害に着目し，

清水ら（2016）22)と同様の手法で出火後の延焼によって

建物が全焼する割合を算出した． 
d) 土砂災害による被害 
清水ら（2016）22)の土砂災害による建物全壊率の算出

方法をもとに，広島県（2013）23)の土砂災害による建物

被害の震度別被害率（全壊率，半壊率）を用いて算出し

た． 
e) 津波による被害 
中央防災会議（2012）10)と同様の手法で，人口集中地

区（DID地区）か否かに応じて設定された浸水深と建物

被害率（全半壊）を用いて算出した． 
 

(2) 人的被害 
人的被害について，地震動，火災，土砂災害，津波に

よる死者数・死者率を算出した．なお，液状化による人

的被害は他の 4 つのペリルと比較して極めて小さいと考

え，算出の対象外とした． 
a) 地震動による被害 
 藤原ら（2018）5)と同様の手法で算出した． 
b) 火災による被害 
中央防災会議（2012）10)と同様の手法で算出した．た

だし，同手法における延焼拡大時の逃げまどいによる死

者数は考慮していない．倒壊建物棟数は木造建物のみを

対象とし，中嶋・岡田（2008）17)の損傷度0.8以上の計測

震度と被害の関係から算出した． 
c) 土砂災害による被害 
中央防災会議（2012）10)の「急傾斜地崩壊による被害」

と同様の手法で算出した． 
d) 津波による被害 
中央防災会議（2006）24)の被害予測方法をもとに，東

日本大震災時の避難率・避難未完了率を用いて算出した．  
 

(3) ライフライン被害 
ライフライン被害について，地震動，液状化，火災，

土砂災害，津波を対象に，停電・断水の影響を受ける建

物棟数とその割合を算出した．その後，ペリルごとに算

出した停電棟数，断水棟数の和をライフラインの被害棟

数とした（ただし，市区町村内に存在する建物棟数を超

えないものとした）． 
a) 地震動による被害 
停電棟数，断水棟数ともに能島ら（2003）25)に基づき，
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各メッシュの計測震度に応じて算出した． 
b) 液状化による被害 
東日本大震災時の浦安市における被害事例26),27)に基づ

き，停電率と断水率を設定した．東日本大震災時の浦安

市の電柱被災率は9.5%であり26)，東京電力管内における

電柱被災率（1.1%）の8.6倍となっている．これを踏まえ，

液状化地域の停電被害率を非液状化地域の8.6倍として，

以下の式で算出することとした． 
𝑅 ൌ 𝑃 ൈ 𝑅 ൈ 𝑅 ൈ 8.6 [3] 

ここで 𝑅 は液状化による停電率，𝑃 は液状化発生確率，
𝑅 は液状化が発生したメッシュの液状化面積率，𝑅 
は地震動による停電被害率を示す．なお，𝑃 , 𝑅は建物

被害（3.1.b項）と同様に，先名ら（2018）19)および山本

ら（2009）21)に基づき算出した． 
断水について，東日本大震災の浦安市における液状化

地域では全世帯が断水した26)ことから，液状化が発生し

た地域全域で断水することとし，以下の式で算出した． 
𝑅௪ ൌ 𝑃 ൈ 𝑅 [4] 

ここで 𝑅௪  は液状化による断水率を示す． 
c) 火災による被害 
火災による延焼地域全域で停電・断水が発生すると考

え，以下の式で算出した． 
𝑅 ൌ 𝑁 ൈ 𝑅 [5] 

ここで 𝑅 は火災による停電率・断水率，𝑁 は炎上出

火件数，𝑅 は焼失率を示す．なお，焼失率は建物被害

（3.1.c項）で算出した木防建蔽率から算出した焼失率を

用いた． 
d) 土砂災害による被害 
土砂災害が発生した地域全域で停電・断水が発生する

と考え，以下の式で算出した．土砂災害の対象は

Wakamatsu and Matsuoka (2013)28)の微地形区分の山地・山

麓地・丘陵・火山地・火山山麓地・火山性丘陵とした． 
𝑅௦ ൌ 𝑃௦ [6] 

ここで 𝑅௦ は土砂災害による停電率・断水率，𝑃௦ は崩壊

確率を示す． 
e) 津波による被害 
停電について，中央防災会議（2013）11)を参考に，津

波浸水による建物全壊率を津波による停電率とした．停

電棟数は停電率に建物棟数を乗じて算出した． 
断水について，中央防災会議（2013）11)では津波によ

る管路被害は考慮せず，浄水場における浸水を考慮して

いる．この考え方に基づき，本研究では，市区町村別に

30cm以上浸水した浄水場箇所数を算出し，その割合を津

波による断水とした．なお，浄水場のデータは国土数値

情報29)のデータを用いた． 
 

(4) 交通インフラ被害 
交通インフラ被害について，地震動，液状化，土砂災

害，津波を対象に，被害箇所数・被害箇所率を算出した．

被害の対象は全国的に分布している道路のみとした．道

路は火災による延焼を食い止める役割があることから，

火災による被害は算出しないこととした． 
道路データは，1km 単位のメッシュデータとして整

備・公開された国土数値情報 29)の「道路密度・道路延長

メッシュデータ」をもとに，250m メッシュに細分化した

データを作成し用いた．具体的には，Wakamatsu and 
Matsuoka(2013)28)の微地形区分データのうち，磯・岩礁，

河道，湖沼を除くメッシュには道路が存在すると仮定し，

1km メッシュに含まれる微地形（磯・岩礁，河道，湖沼

を除く）を 250m メッシュに等分に配分した．また，幅

員区分は国土数値情報 29)のデータを用いた． 

a) 地震動による被害 
中央防災会議（2013）11)と同様の手法で算出した． 

b) 液状化による被害 
東日本大震災時の浦安市における被害事例26),27)に基づ

き算出した．同市では，市内の道路のうち80kmが被災し

ており，被害施設数は28，被害額は29,640百万円であっ

た．被害算出単位を地震動による被害（3.4.a項）と揃え

るため，液状化発生地域における被害率は，被害施設数

（28施設）を被災した道路距離（80km）で除した0.35施
設/kmとして，以下の式で算出することとした． 

𝑅 ൌ 𝑃 ൈ 𝑅 ൈ 0.35 [7] 
ここで 𝑅  は液状化による道路被害箇所数，𝑃 は液状化

発生確率，𝑅 は液状化が発生したメッシュの液状化面

積率を示す．なお，𝑃 , 𝑅は建物被害（3.1.b項）と同様

に，先名ら（2018）19)および山本ら（2009）21)に基づき

算出した． 
c) 土砂災害による被害 
ライフライン被害（3.3.d項）と同様の考え方を用いて，

以下の式で算出した．  
𝑅ௗ௦ ൌ 𝑃௦ [8] 

ここで 𝑅ௗ௦ は土砂災害による道路被害箇所数，𝑃௦ は崩

壊確率を示す．  
d) 津波による被害 
中央防災会議（2013）11)と同様の手法で算出した． 
 

(5) 産業被害 
産業被害について，地震動，液状化，火災，土砂災害，

津波を対象に，生産活動に利用される資本ストックの毀

損（損失額・損失率）を算出した． 
資本ストックデータは，製造業・非製造業の資本スト

ック額を都道府県単位でまとめた，2009年度の都道府県

別民間資本ストックデータ30)をもとに，250mメッシュ別

資本ストック額のデータを作成し用いた．具体的には，

製造業について，2010年工業統計メッシュ31)（1kmメッ

シュ）から作成した産業別製品出荷額のデータを建物の

延床面積の重みを用いて，市区町村単位かつ250mメッシ

ュ単位に配分したデータを作成した．各メッシュにおけ

る都道府県別集計値に対する比率で都道府県別民間企業

資本ストックを配分し，製造業の250mメッシュ別資本ス

トックのデータを作成した．また，非製造業について，

藤原ら（2018）5)の2015年時点の250mメッシュ別建物延

床面積データを用いて，都道府県全体の建物の延床面積

に対する各メッシュの重みを考慮した非製造業の250mメ

ッシュ別資本ストックのデータを作成した． 
a) 地震動による被害 
地震動による資本ストックの毀損は建物被害関数を用

いて算出した．ただし，資本ストックの毀損は金額で表

されること，生産拠点は非木造建物が多く建築年代も比

較的新しいことが考えられる．本研究では，中央防災会

議（2012）10)による非木造の1981年以降築の全壊率・全

半壊率関数，藤原ら（2018）5)による全壊被害の損失率

75%，半壊被害の損失率35%を仮定して作成された損失

率関数を用いて算出した． 
b) 液状化による被害 
地震動による被害（3.5.a項）と同様の考え方で算出し

た．具体的には，建物被害（3.1.b項）で用いた手法に，

全壊被害の損失率75%，半壊被害の損失率35%を仮定し

て，液状化による損失率を設定し資本ストックの損失額

を算出した． 
c) 火災による被害 
火災による延焼地域は全損（損失率100%）と考え，ラ
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イフライン被害（3.3.c項）と同様に，式[5]から算出した．

ただし，𝑅 は火災による損失率とした． 
d) 土砂災害による被害 
土砂災害が発生した地域では全損（損失率100%）と考

え，ライフライン被害（3.3.d項）と同様に，式[6]から算

出した．ただし， 𝑅௦ は土砂災害による損失率とした．  
e) 津波による被害 
中央防災会議（2012）10)の津波による非木造建物の全

壊率関数，全半壊率関数に，復興支援調査アーカイブ16)

のデータをもとに推定した，東北地方太平洋沖地震によ

る建物全壊・半壊時の損失率を適用して作成した建物損

失率関数を用いた．  
 
(6) 算出結果の統合 

3.1節～3.5節で算出した値について，ペリル別・エクス

ポージャ別に損失額として金額換算し，統合した．本節

では，統合に用いる単価について説明する．なお，産業

被害は3.5節で既に損失額・損失率を算出したため，単価

を設定せず統合した． 
a) 建物被害の単価 
建物被害の単価について，建物1棟あたりの再調達価格

を算出した．具体的には，固定資産の価格等の概要調書

（平成27年度）32)における建物延床面積と建物棟数，建

築着工統計33)における1m2あたりの施工単価を利用して，

1棟あたりの単価を28.2百万円/棟と算出した．全半壊被

害は全壊（損失率50～100%）および半壊被害（損失率20
～50%）の双方を含んでいることから，ここでは簡便の

ため損失率を一律50%，全半壊棟数1棟あたりの単価を

14.1百万円/棟と設定した． 
b) 人的被害の単価 
人的被害の単価について，交通事故による逸失利益算

定基準 34)による年収 500 万円の 30 歳男性の逸失利益額

を参考に，1 人あたりの単価を 4,000 万円と設定した． 
c)ライフライン被害の単価 
ライフライン被害の単価について，東日本大震災時の

停電戸数と復旧費用および断水戸数と被害額から，停

電・断水の1棟あたりの復旧単価を算出した．停電につい

て，福島第一原子力発電所の影響を除くため，東北電力

管内のみを対象とし，復旧費用は東北電力の災害特別損

失（平成23年3月期～平成25年3月期の合計額）35)を用い

た．断水について，復旧費用が把握できなかったため，

被害額を復旧額とみなし，内閣府が推定した水道の被害

額と断水戸数（会計検査院の資料から引用）36)を用いた．

これらの値に停電率・断水率を乗じることで，停電被害

額・断水被害額を算出した．これらの合計値をライフラ

イン被害による損失額とした． 
d) 交通インフラ被害の単価 
交通インフラの単価について，社会資本ストック推計

（2014 年度）37)における道路の資本ストック額と，交通

インフラ被害の算出（3.4 節）に用いた道路データの道路

延長から道路延長 1km あたりの単価を設定した．具体的

には，道路幅員から面積を算出し，この面積比で資本ス

トックを案分してそれぞれの幅員の道路延長 1km あたり

の単価を設定した．また，被害箇所あたりの被害額は過

去の被害地震（2000 年鳥取県西部地震 38)，2004 年新潟

県中越地震 39)，2007 年新潟県中越沖地震 40)，2011 年東

北地方太平洋沖地震 41)）における被害箇所数と被害額の

関係から，1 箇所あたり 2,400 万円と設定した． 
 
 
 

４．リスク指標の試算結果 －全国的な概況－ 
 

算出したリスク指標の市区町村ごとの偏差値分布を図

2～図 5 に示す．図 2 はぺリルごとの損失額，図 3 はぺリ

ルごとの損失率，図 4 はエクスポージャごとの損失額，

図 5 はエクスポージャごとの損失率の偏差値分布である．

偏差値が高いほど，潜在する地震リスクが高いことを示

している．参考として，ぺリルごとのヒストグラムを図

6 に，エクスポージャごとのヒストグラムを図 7 に示す． 
以下，5 つのペリル，5 つのエクスポージャごとに，損

失額と損失率の比較，偏差値が高い地域，三大都市圏の

特徴などをまとめる． 
 

(1) ペリルごとの偏差値分布 
a) 地震動による被害 
 損失額（図2 (a)）と損失率（図3 (a)）を比較すると，

分布の傾向が異なっているが，ともに偏差値の高い地域

が点在している．これは他のぺリルとは異なる特徴で，

地盤条件によって地震動の大小はあるものの，地震動に

よる被害は，皆無とならないためである．損失額の偏差

値は三大都市圏において高い地域が多い．損失率の偏差

値は近畿圏で高い地域が多いが，首都圏・中京圏では損

失額の偏差値分布と比較すると全体的に低くなっている． 
 ここで，損失率は市区町村が有する総資産に対する損

失額の割合を示しており，損失率が高い場合は総資産の

大部分を失うことを示している．近畿圏のように，損失

額・損失率の偏差値がともに高い場合，注目した市区町

村における総資産の大部分が被害を受け，かつその額

（損失額）も大きく，甚大な被害となるリスクを有して

いるといえる．一方で，首都圏・中京圏のように，損失

率の偏差値と比較して損失額の偏差値が高い場合，被害

を受ける資産の割合は大きくないものの，その額（損失

額）が大きいという特徴を有しているといえよう．  
b) 液状化による被害 
 損失額（図 2 (b)）と損失率（図 3 (b)）を比較すると，

分布の傾向が似ているといえる．損失額・損失率の偏差

値ともに，三大都市圏に加え，瀬戸内海沿岸地域，新潟

県沿岸地域において高くなっている．この要因の一つと

しては，地震動とは異なり液状化が大規模に発生しうる

市区町村は埋立地・旧河道などを含む，ある程度限定さ

れる地域となるためと考えられる． 
c) 火災による被害 
 損失額（図2 (c)）と損失率（図3 (c)）を比較すると，

分布の傾向が似ているといえる．損失額・損失率の偏差

値ともに，近畿圏で顕著に高くなっており，当該市町村

にとっては甚大な被害となるリスクを有しているといえ

る．また，東京23区や静岡市，金沢市などでは損失率の

偏差値と比較して損失額の偏差値が高く，被害を受ける

割合は低いものの，その額は大きいといえる．これらの

地域は都市部かつその一部では木造建物の密集地が存在

しており，その結果として損失額が大きくなったものと

考えられる．中京圏では，これらの地域と比較すると，

損失額・損失率の偏差値ともに低くなっている． 
d) 土砂災害による被害 
 損失額（図2 (d)）・損失率（図3 (d)）ともに，甲信越

以西で偏差値の高い地域が点在している．特に，阿蘇

山・九重山周辺，四国南部，近畿南部，静岡県，山梨県，

長野県などに損失率の高い地域が集中している．三大都

市圏では損失額・損失率の偏差値ともに低い地域が多い． 
e) 津波による被害 
損失額（図2 (e)）・損失率（図3 (e)）ともに，日本海 
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(a) 地震動による被害（左上） 
(b) 液状化による被害（中央上） 
(c) 火災による被害（右上） 
(d) 土砂災害による被害（左下） 
(e) 津波による被害（中央下） 
図 2 各市町村におけるぺリルごとの

損失額の偏差値分布 

 
溝，相模トラフ，南海トラフに面する沿岸地域で偏差値

が高くなっている．また，瀬戸内海沿岸地域においても，

損失額の偏差値が高い地域が見られる．なお，本研究で

用いた津波ハザード情報には千島海溝沿い，日本海など

において発生する津波が含まれていないことに留意され

たい．これらの海域で発生する津波を考慮したリスク評

価については，今後の課題としたい． 

 

(2) エクスポージャごとの偏差値分布 
a) 建物被害 
 損失額（図4 (a)）と損失率（図5 (a)）を比較すると，

分布の傾向が異なっているが，ともに偏差値の高い地域

が点在している．損失額の偏差値は三大都市圏において

高い地域が多い．損失率の偏差値は近畿圏で高い地域が

多いが，首都圏・中京圏では損失額の偏差値分布と比較

すると全体的に低くなっている．このため，近畿圏では

総資産の大部分が被害を受け，かつ損失額も大きく，甚

大な被害となるリスクを有しているといえる．首都圏・

中京圏では，被害を受ける資産の割合は大きくないもの

の，損失額が大きいという特徴を有しているといえる． 
b) 人的被害 
 損失額（図4 (b)）と損失率（図5 (b)）を比較すると，

分布の傾向が似ている．損失額・損失率の偏差値ともに，

高知県南部，近畿圏，近畿南部，静岡県，長野県，千葉

県南部，三陸沿岸などで高い地域が見られ，津波被害に

よる影響が大きいと考えられる．損失額の偏差値が高い

地域では，多数の犠牲者が発生することが懸念される． 
c) ライフライン被害 
 損失額（図4 (c)）は市区町村ごとのエクスポージャの

賦存量分布と一致し，損失率（図5 (c)）はすべての市区

町村の偏差値が50となった．これは，設定した地震動の

ハザードレベル（2.2節参照）が高く，すべての市区町村

で停電および断水が発生したためである．本研究では停

電と断水の損失額を加算して損失率を算出したが，実際

には「停電のみ発生」「断水のみ発生」「停電・断水の

両方発生」「被害なし」の4パターンに分類される．本研

究では電力施設・水道管路施設などの固有の曝露データ

を利用して被害推定をしておらず，施設の耐震化なども

反映されていない．これらの課題解決のためには，電

力・水道の広域的なデータ整備が必要であり，この点に

ついては今後の課題としたい． 
d) 交通インフラ被害 
 損失額（図4 (d)）と損失率（図5 (d)）を比較すると，

分布の傾向が異なっているが，ともに偏差値の高い地域

が点在している．三大都市圏のうち，大阪府では損失率

の偏差値が高い市区町村が多く，総資産の大部分が被害

を受けるリスクを有しているといえる． 
e) 産業被害 
 損失額（図 4 (e)）と損失率（図 5 (e)）を比較すると，

偏差値が 50 以上の地域の分布は似ているが，階級ごとの

分布の傾向は異なっている．例えば，四国南部，近畿南

部，三陸沿岸などでは，損失率の偏差値が高い地域が多 
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(a) 地震動による被害（左上） 
(b) 液状化による被害（中央上） 
(c) 火災による被害（右上） 
(d) 土砂災害による被害（左下） 
(e) 津波による被害（中央下） 
図 3 各市町村におけるぺリルごとの

損失率の偏差値分布 

 
いが，損失額の偏差値は損失率の偏差値と比較して低く

なっている．一方で，東京都，愛知県東三河地域から静

岡県東部の沿岸では，損失額の偏差値の高い地域が多い

が，損失率の偏差値は損失額の偏差値と比較して低くな

っている．三大都市圏のうち，近畿圏では損失額・損失

率の偏差値ともに高くなる傾向があり，甚大な被害とな

ることが懸念される． 
 
 
５．リスク指標の試算結果 －市区町村のリスク－ 
 
 本章では，試算の結果得られたリスク指標のうち，い

くつかの市区町村に注目し，その地域が有するリスクを

レーダーチャートを用いて示す．ここでは，異なる特徴

を有すると考えられる，以下の4地域に注目する． 
・陸前高田市：海に面しており，東北地方太平洋沖地震

では甚大な津波被害が発生した地域である． 
・浦安市：海に面しており，東北地方太平洋沖地震では

甚大な液状化被害が発生した地域である． 
・東京都杉並区：内陸の密集住宅市街地である． 
・静岡市清水区：海に面しており，南海トラフ巨大地震

による被害が懸念される地域である． 
なお，レーダーチャートの見やすさを考慮し，偏差値の

最大値を70，最小値を30として表示した．ぺリルごとの

損失額・損失率の偏差値（以下，ペリル表示と呼ぶ）を

図8上段に，エクスポージャごとの損失額・損失率の偏差

値（以下，エクスポージャ表示と呼ぶ）を図8下段に示す．

偏差値が高いほど，潜在する地震リスクが高いことを示

している．以下，各地域におけるリスクの特徴をまとめ

る． 
 

(1) 陸前高田市 
 ペリル表示（図8 (a) 上段）において，津波による損失

率の偏差値（76）が高く，津波のリスクが高いといえる． 
エクスポージャ表示（図 8 (a) 下段）において，人的被

害による損失額・損失率の偏差値（それぞれ 69, 98）が

高く，人的被害のリスクが高いといえる．また，交通イ

ンフラ被害・産業被害による損失率の偏差値（それぞれ

84, 62）も高いことから，これらのリスクも高い地域とい

える．この要因として，これらのエクスポージャが海岸

付近に分布していることなどが考えられる． 
 
(2) 浦安市 
 ペリル表示（図8 (b) 上段）において，液状化による損

失額・損失率の偏差値（それぞれ95, 106）が極めて高い．

液状化のリスクが極めて高く，甚大な被害となるリスク

を有しているといえる．また，津波による損失額の偏差

値（65）も高く，津波のリスクも高いといえる． 
エクスポージャ表示（図 8 (b) 下段）において，交通イ

ンフラ被害による損失率の偏差値（72）が高く，建物被

害・産業被害による損失率の偏差値（それぞれ 62, 59）
も高いことから，これらのリスクが高い地域といえる． 
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(a) 建物被害（左上） 
(b) 人的被害（中央上） 
(c) ライフライン被害（右上） 
(d) 交通インフラ被害（左下） 
(e) 産業被害（中央下） 
図 4 各市町村におけるエクスポージ

ャごとの損失額の偏差値分布 

 
浦安市は陸前高田市と同様に沿岸の市区町村であり，

津波のリスク，交通インフラ被害，産業被害によるリス

クが高いといった特徴が共通している．そのため，これ

らのリスクは沿岸地域に共通するリスクであることが推

察される．一方で，陸前高田市では人的被害のリスクが

高く，浦安市では液状化のリスクが高いといった違いも

見られる．これらは，沿岸地域という地理的特徴にとど

まらない，その市区町村が独自に有する潜在的なリスク

であると考えることができる． 
 

(3) 東京都杉並区 
 ペリル表示（図8 (c) 上段）において，地震動および火

災による損失額の偏差値（それぞれ67, 80）が高く，地震

動，火災のリスクが高いといえる．また，損失率の偏差

値（それぞれ44, 59）と比較して高いことから，被害を受

ける資産の割合は大きくないものの，損失額が大きいと

いう特徴を有しているといえる． 
 エクスポージャ表示（図8 (c) 下段）において，建物被

害，ライフライン被害，産業被害の損失額の偏差値（そ

れぞれ68, 82, 66）が高く，これらのリスクが高いといえ

る．また，地震動と火災のペリルと同様に，損失率の偏

差値（それぞれ47, 51, 48）と比較して高いことから，被

害を受ける資産の割合は大きくないものの，損失額が大

きいという特徴を有しているといえる． 
 杉並区と同様に，内陸の密集住宅市街地の一例として

大阪市生野区においても，地震動，火災のリスク，また，

建物被害，産業被害のリスクが高い特徴が見られた．そ

のため，これらのリスクは内陸の密集住宅市街地に共通

するリスクであることが推察される．これらのリスクに

ついて，杉並区では損失額の偏差値が損失率の偏差値と

比較して高くなったが，生野区では損失額・損失率の偏

差値ともに高い特徴が見られた．これらは，内陸の密集

住宅市街地という特徴にとどまらない，その市区町村が

独自に有する潜在的なリスクの特徴であると考えること

ができる． 
 
(4) 静岡市清水区 
 ペリル表示（図8 (d) 上段）において，地震動，火災，

土砂災害，津波による損失額の偏差値（それぞれ91, 61, 
65, 78）が高く，地震による様々なペリルに対するリスク

が高いといえる．この要因として，清水区は南海トラフ

に面した海岸線を有すること，山間部の面積が大きいこ

となどが考えられる． 
エクスポージャ表示（図8 (d) 下段）において，5つの

指標すべての損失額の偏差値が70を上回っており（建物

被害は90，人的被害は95，ライフライン被害は74，交通

インフラ被害は93，産業被害は84），いずれのエクスポ

ージャにおいてもリスクが極めて高い地域といえる． 
 清水区では陸前高田市や浦安市と同様に，沿岸地域に

共通すると推察される，津波のリスク，交通インフラ被

害，産業被害のリスクが高い特徴を有している．一方で，

地震動，火災，土砂災害のリスク，建物被害，人的被害，  
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(a) 建物被害（左上） 
(b) 人的被害（中央上） 
(c) ライフライン被害（右上） 
(d) 交通インフラ被害（左下） 
(e) 産業被害（中央下） 
図 5 各市町村におけるエクスポージ

ャごとの損失率の偏差値分布 
 
ライフライン被害のリスクも高く，清水区特有の潜在的

なリスクを見出すことができる． 
 
 
６．まとめと今後の課題 

 
本研究では，市区町村ごとの地震リスクを明示し，最

終的には効果的な地震リスクマネジメントに資すること

を目的として，地震による主要なぺリルとエクスポージ

ャに着目したリスク指標を提案した．さらに，提案した

リスク指標を用いて，全国的な概況，4つの市区町村の事

例を示した．主たる成果を以下に記す． 
1) ぺリルとエクスポージャの観点から地震リスクを評

価するリスク指標を提案した．既往の調査・研究成

果に基づき，ペリルは地震動，液状化，火災，土砂

災害，津波の5項目，エクスポージャは建物被害，人

的被害，ライフライン被害，交通インフラ被害，産

業被害の5項目を指標とした．各指標は，主に全国地

震動予測地図による確率論的な地震ハザード情報を

もとに設定したハザードレベルにおいて算出される．

ぺリルの各項目はそのぺリルによって被害を受けた

エクスポージャ5項目の損失額（率），エクスポージ

ャの各項目はそのエクスポージャがぺリル5項目によ

り受けた損失額（率）として算出される． 
2) 提案手法はペリル，エクスポージャごとの損失額

（率）を偏差値表示することで，市区町村ごとの地

震リスクを明示できるとともに，地域間で比較する

ことができる．限られたリソースを有効に配分する

ことに資するツールとして，効果的な地震リスクマ

ネジメントの一助となることが期待される． 
3) リスク指標の試算結果として，各市区町村のぺリル

ごとの損失額（率）の偏差値分布，エクスポージャ

ごとの損失額（率）の偏差値分布を示し，全国的な

概況を分析した．例として，近畿圏では地震動，液

状化，火災によるペリル，5つすべてのエクスポージ

ャにおいて，高いリスクを有することが確認された． 
4) 市区町村から見た視点として，陸前高田市，浦安市，

東京都杉並区，静岡市清水区を対象に，ペリル表示

とエクスポージャ表示による2つのレーダーチャート

を示し，その地域が有するリスクの分析例を示した．

沿岸地域では津波のリスク，交通インフラ被害，産

業被害のリスクが高い特徴が見られ，内陸の密集住

宅市街地では地震動，火災のリスク，建物被害，産

業被害のリスクが高い特徴が見られた． 
今後の研究の発展に向けた主たる課題を以下に記す． 

1) リスク評価において，適切な曝露データの使用が望

まれる．本研究では，建物・人口・道路の曝露デー

タは藤原ら（2018）5)および国土数値情報29)のメッシ

ュ別データを使用した．しかし，ライフラインに関

しては電力・水道の曝露データを利用しておらず，

建物棟数データを利用してリスクを算出している． 
また，産業被害に関しては東日本大震災前の都道府

県単位の資本ストックデータを工業統計や建物デー

タでメッシュに配分し利用しており，その空間分布 
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図 6 ぺリルごとの市区町村のヒストグラム（上段：損失額，下段：損失率） 

 

 
図 7 エクスポージャごとの市区町村のヒストグラム（上段：損失額，下段：損失率） 

 

 

(a) 陸前高田市 (b) 浦安市 (c) 東京都杉並区 (d) 静岡市清水区 

図8 ぺリル表示（上段）およびエクスポージャ表示（下段）のリスク指標 （実線：損失額，破線：損失率） 

 
は改善の余地が大きい．今後，これらの曝露データ

を整備し，リスク評価に反映させる必要がある． 
2) 津波のリスクを算出する上で，地震動による算出方

法と同様に，確率論的な津波ハザード情報を用いる

ことが望ましい．2019 年 4 月現在，全国的に整備さ

れたデータは公開されておらず，本研究では既往研

究による浸水深分布を代用した．このため，提案し

たリスク指標において，津波はその他のペリルと異

なる設定に基づいた評価となっている．今後，確率

論的な津波ハザード情報が利用可能となり次第，そ

のデータに基づくリスク評価を行う必要がある． 
 

なお，本研究成果で得られたリスク指標は，全国を俯

瞰して，ぺリル，エクスポージャごとの地震リスクの大

小が市区町村単位で明示されるため，ある市区町村にお

いて，どのペリル，エクスポージャを対象とした地震リ

スクマネジメントが効果的であるのかを把握することが

可能になると考えられる．加えて，対策後のフラジリテ

ィカーブ等を反映させることで，対策後のリスク指標を

得ることも可能であることから，限られた予算を，どの

地域の，どのぺリル，エクスポージャに対する対策に利

用するのが効果的であるのかについて，広域的な見地か

ら判断する一助となることが期待される． 
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補注 

 
(1) リスク Rの算出（式[1]）において，損失額 Dは発生確率の

要素を含んでいることに注意されたい．リスクに対する考え方

は，対象分野および学問分野によって多岐にわたる．多様な分

野におけるリスクの概念，定義，特徴等については，例えば

「リスク学事典」（日本リスク研究学会編，2019）42)を参照さ

れたい． 

(2) 内陸活断層地震と海溝型地震の再現期間は一般的に大きく

異なる．また，再現期間が異なる地震について，全国地震動予

測地図や長期評価における BPT 分布を使用したモデルでは，地

震後経過率が同じであっても，地震の発生確率が大きく異なる．

これらを踏まえ，本研究では，それぞれのタイプの地震につい

て異なる確率レベルを設定した．また，異なるタイプの地震に

対する適切な確率の見方として，長期評価で採用されているラ

ンクに基づき，活断層・海溝型ともに「やや高い」と分類され

ている境界値を利用して設定した． 
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